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(57)【要約】
【課題】使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを
調整可能であり、仰向けのみならず横向きにおいても良
好な睡眠を得ることができる枕を提供する。
【解決手段】平面視において略矩形形状を有し、充填材
が充填された７つの隔室Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇを
備える枕１であって、前記隔室は、枕１の長手方向の中
央領域に隔室Ａ、隔室Ｂ、隔室Ｃの３室が、右領域に隔
室Ｄ、隔室Ｅの２室が、左領域に隔室Ｆ、隔室Ｇの２室
がそれぞれ枕の短手方向に並んで配置されており、前記
隔室には反発性の異なる３種類の充填材が出し入れ可能
に充填されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視において略矩形形状を有し、充填材が充填された複数の隔室を備える枕であって
、
　前記隔室は、合計７室あり、枕の長手方向の中央領域に隔室Ａ、隔室Ｂ、隔室Ｃの３室
が、右領域に隔室Ｄ、隔室Ｅの２室が、左領域に隔室Ｆ、隔室Ｇの２室がそれぞれ枕の短
手方向に並んで配置されており、
　前記隔室には反発性の異なる３種類の充填材が出し入れ可能に充填されていることを特
徴とする枕。
【請求項２】
　前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂは、仰向けに寝たとき頸椎載置部及び後頭部載置部となる部
分であり、前記隔室Ａは、平面視において下辺部が僅かに凹み、前記隔室Ａに比較して前
記隔室Ｂの高さが低く、仰向けに寝たとき、顎と額とが自然に水平となり、
　前記隔室Ｄ又は前記隔室Ｆは、寝返りを打ち横向きになったとき側頭部載置部となる部
分であり、前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂに比較して前記隔室Ｄ又は隔室Ｆ室の高さが高く、
横向きになったとき首筋と背筋とが直線状になるように設定されていることを特徴とする
請求項１に記載の枕。
【請求項３】
　前記隔室Ａは沈み難く、前記隔室Ｂはじわっと沈み込み、前記隔室Ｄ又は前記隔室Ｆは
、前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂに比較して反発性に優れることを特徴とする請求項１又は２
に記載の枕。
【請求項４】
　前記枕は、矩形状で同一の大きさからなる表布地と中布地との周辺部が縫付けられ、さ
らに前記表布地の下辺に裏布地の下辺が縫付けられ、前記表布地と前記裏布地との周縁部
にファスナーが設けられ袋体とされ、
　前記表布地と前記中布地との間に所定の形状のマチ布が縫付けられ、前記隔室Ａ～Ｇが
形成され、
　前記中布地に隔室毎に連通するファスナー、及び前記隔室に連通し前記ファスナーから
出し入れ可能な長袖筒が設けられ、当該長袖筒から前記充填材が出し入れ可能なことを特
徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の枕。
【請求項５】
　さらに前記表布地と同一の大きさからなる高さ調整板を備え、
　前記袋体は、前記高さ調整板を収容可能なことを特徴とする請求項１から４のいずれか
１項に記載の枕。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを調整可能であり、良好な睡眠
を得ることができる枕に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを調整することができる枕として枕内部を
複数に区画した枕がある。例えば、基体部上に基体部よりも少し小さい被覆部を設け、こ
の被覆部を中央上下、左右の４つのブロックに分割し、各ブロックに充填材を充填した枕
がある（例えば特許文献１参照）。この枕は、各ブロックに充填する充填材を適宜変更す
ることで枕の高さや硬さを調整することができる。
【０００３】
　枕内部を複数の部屋に区画する場合には、枕の上面生地と下面生地とを直接縫って部屋
を形成すると、糸で縫った部分が大きく窪むため、マチを設けて高さを確保することが一
般的である（例えば特許文献２参照）。一方で、マチを設ける方法では、布地の裁断、縫
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製が面倒であるとして、マチを縫付けることなく複数の部屋を形成した枕が開発されてい
る（例えば特許文献３参照）。
【０００４】
　良好な睡眠を得るためには枕の高さは非常に重要であるが、その他に、就寝中に頸椎の
状態を正常に維持できること、容易にあるいは自然に寝返りを打てることも重要であり、
高さ調整が可能でかつ寝返りを容易にあるいは自然に打てる枕が提案されている（例えば
特許文献４、５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３０７４８２３号公報
【特許文献２】特開２００３－１８０４９９号公報
【特許文献３】特開２００５－２１４９４号公報
【特許文献４】特開２００７－３７９１２号公報
【特許文献５】特開２０１３－７５０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを調整可能な枕、さらには容易にあるいは
自然に寝返りを打てる枕は、上記特許文献に記載された枕以外にも多く提案されているが
、いずれの枕も万全とは言い難く、良好な睡眠を得るためにはまだまだ改善の余地がある
。
【０００７】
　本発明の目的は、使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを調整可能であり、仰向
けのみならず横向きにおいても良好な睡眠を得ることができる枕を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、平面視において略矩形形状を有し、充填材が充填された複数の隔室を備える
枕であって、前記隔室は、合計７室あり、枕の長手方向の中央領域に隔室Ａ、隔室Ｂ、隔
室Ｃの３室が、右領域に隔室Ｄ、隔室Ｅの２室が、左領域に隔室Ｆ、隔室Ｇの２室がそれ
ぞれ枕の短手方向に並んで配置されており、前記隔室には反発性の異なる３種類の充填材
が出し入れ可能に充填されていることを特徴とする枕である。
【０００９】
　本発明の枕において、前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂは、仰向けに寝たとき頸椎載置部及び
後頭部載置部となる部分であり、前記隔室Ａは、平面視において下辺部が僅かに凹み、前
記隔室Ａに比較して前記隔室Ｂの高さが低く、仰向けに寝たとき、顎と額とが自然に水平
となり、前記隔室Ｄ又は前記隔室Ｆは、寝返りを打ち横向きになったとき側頭部載置部と
なる部分であり、前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂに比較して前記隔室Ｄ又は隔室Ｆ室の高さが
高く、横向きになったとき首筋と背筋とが直線状になるように設定されていることを特徴
とする。
【００１０】
　また本発明の枕において、前記隔室Ａは沈み難く、前記隔室Ｂはじわっと沈み込み、前
記隔室Ｄ又は前記隔室Ｆは、前記隔室Ａ及び前記隔室Ｂに比較して反発性に優れることを
特徴とする。
【００１１】
　また本発明の枕は、矩形状で同一の大きさからなる表布地と中布地との周辺部が縫付け
られ、さらに前記表布地の下辺に裏布地の下辺が縫付けられ、前記表布地と前記裏布地と
の周縁部にファスナーが設けられ袋体とされ、前記表布地と前記中布地との間に所定の形
状のマチ布が縫付けられ、前記隔室Ａ～Ｇが形成され、前記中布地に隔室毎に連通するフ
ァスナー、及び前記隔室に連通し前記ファスナーから出し入れ可能な長袖筒が設けられ、
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当該長袖筒から前記充填材が出し入れ可能なことを特徴とする。
【００１２】
　また本発明の枕は、さらに前記表布地と同一の大きさからなる高さ調整板を備え、前記
袋体は、前記高さ調整板を収容可能なことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、使用者の好みや体型に応じて枕の高さや硬さを調整可能であり、仰向
けのみならず横向きにおいても良好な睡眠を得ることができる枕を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る枕１の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す枕１の平面図である。
【図３】図１に示す枕１の底面図である。
【図４】図１に示す枕１の左側面図である。
【図５】図１に示す枕１の正面図である。
【図６】図１のＩ－Ｉ線で切断してみた断面図である。
【図７】図１に示す枕１を構成する袋体１１を開いた状態の平面図の一部である。
【図８】図１に示す枕１の袋体１１で使用するマチ布３１ｃの斜視図である。
【図９】図１に示す枕１に設けられた長袖筒２９を示す図である。
【図１０】図１に示す枕１に充填材５１を充填する前の袋体１１の外観を示す斜視図であ
る。
【図１１】図１に示す枕１に充填材５１を充填する前の袋体１１を開いた状態及び高さ調
整板６１を示す斜視図である。
【図１２】図１に示す枕１の充填材５１ａ、５１ｂ、５１ｃの外観図である。
【図１３】図１に示す枕１に仰向けに寝た状態を示す模式図である。
【図１４】図１に示す枕１に横向きに寝た状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る枕１の外観を示す斜視図、図２～図５は、枕１の
平面図、底面図、左側面図、正面図である。図６は、図１のＩ－Ｉ線で切断してみた断面
図である。図７は、枕１を構成する袋体１１を開いた状態の平面図の一部、図８は、袋体
１１で使用するマチ布３１ｃの斜視図、図９は、枕１に設けられた長袖筒２９を示す図で
ある。図１０及び図１１は、枕１の充填材５１を充填する前の袋体１１の外観を示す斜視
図、枕１に充填材５１を充填する前の袋体１１を開いた状態及び高さ調整板６１の斜視図
である。図１２は、枕１の充填材５１ａ、５１ｂ、５１ｃの外観図である。図１３及び図
１４は、枕１に仰向けに寝た状態、横向きに寝た状態を示す模式図である。なお、図６は
、ファスナー２７等を省略して描いている。
【００１６】
　本枕１において、マチ布３１は、中布地２３と表布地２１との間に縫付けられているた
め枕１、袋体１１、中布地２３の外観からは、マチ布３１を直接視認することはできない
。マチ布３１は、後述のようにステッチ（縫い目）の真下に位置し、本枕１においては、
マチ布３１の位置が重要なため、便宜上、本図面（図１～図１４）において枕１、袋体１
１、中布地２３の外面に表れるステッチ（縫い目）をマチ布３１の位置として表示する。
【００１７】
　本実施形態及び後述の実施例において、枕１の上辺１５とは隔室Ｃ、Ｅ、Ｇ側を、枕１
の下辺１３とは隔室Ａ、Ｄ、Ｆ側を言う。また平面視における枕１の左右とは、上辺１５
を上において見た状態を言う。
【００１８】
　本発明の第１実施形態に係る枕１は、平面視において略矩形形状を有する、充填材５１
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及び高さ調整板６１を収容する袋体１１と、袋体１１に充填する充填材５１と、枕１の高
さを調整する高さ調整板６１とを含む。
【００１９】
　袋体１１は、矩形状の表布地２１と、平面視において表布地２１と同じ大きさ、形状か
らなる中布地２３と、平面視において表布地２１と同じ大きさ、形状からなる裏布地４１
とで構成されている。表布地２１と裏布地４１とは、枕１の外皮となる部分である。中布
地２３は、表布地２１の裏面に縫付けられ、表布地２１とで充填材５１を充填する部屋を
形成するための部材である。
【００２０】
　表布地２１、中布地２３、裏布地４１は、特定の素材の布地に限定されるものではなく
、公知の枕、寝具等で使用される布地を使用することができる。表布地２１は、頭１０１
、首（頸椎）１０２、頬１０３等が接するため、肌触り及び通気性のよい綿素材等が好ま
しい。
【００２１】
　中布地２３は、表布地２１の裏面に縫付けられ表布地２１とで充填材５１を充填する部
屋（空間部）を形成するが、このとき、中布地２３と表布地２１との間にマチ布３１が縫
付けられ、７つに区画された隔室Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇが形成される。この隔室Ａ
～Ｇの大きさ、配置は、枕１の使用感を決める大きな要素であり、本枕１の特徴点の１つ
となっている。詳細は、後述の実施例で説明する。
【００２２】
　また中布地２３には、隔室Ａ～Ｇに充填材５１を充填し、あるいは取出すための充填口
２５が、隔室Ａ～Ｇ毎に設けられている。充填口２５には、ファスナー（スライドファス
ナー，ラインファスナー）２７が縫付けられ、さらにファスナー２７から出し入れ自在な
長袖筒２９が取付けられている。
【００２３】
　長袖筒２９は、隔室Ａ～Ｇに充填材５１を充填する際のガイドの役目の他、折畳み又は
丸めて隔室Ａ～Ｇに収納することで、ファスナー２７を開いたとき充填材５１が充填口２
５から飛び出すことを防止する。
【００２４】
　マチ布３１は、７つの隔室Ａ～Ｇを形成すべく、マチ布３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１
ｄ、３１ｅ、３１ｆで構成されており、マチ布３１ｃとマチ布３１ｄ、マチ布３１ｅとマ
チ布３１ｆとは同じ形状、同じ大きさからなる。マチ布３１ａは隔室Ａと隔室Ｂとを、マ
チ布３１ｂは隔室Ｂと隔室Ｃとを、マチ布３１ｃは隔室Ａ、隔室Ｂ、隔室Ｃと隔室Ｄ、隔
室Ｅとを、マチ布３１ｄは隔室Ａ、隔室Ｂ、隔室Ｃと隔室Ｆ、隔室Ｇとを、マチ布３１ｅ
は隔室Ｄと隔室Ｅとを、マチ布３１ｆは隔室Ｆと隔室Ｇとを区分けする。
【００２５】
　マチ布３１は、隔室Ａ～Ｇの側壁を形成する部分であり、その形状及び寸法は、隔室Ａ
～Ｇの側壁面に大きな影響を与える。マチ布３１の形状及び寸法については、後述の実施
例において、隔室Ａ～Ｇの大きさ、配置を説明する際に併せて説明する。
【００２６】
　次に、袋体１１の製作要領の一例を示す。但し、袋体１１の製作要領はこの方法に限定
されるものではない。
【００２７】
　図８のマチ布３１ｃのように上下２つのマチ布３１ｃを用意し、それぞれに縫代３３、
３５を設け、上のマチ布３１ｃを表布地２１に、下のマチ布３１ｃを中布地２３に縫付け
た後、上のマチ布３１ｃと下のマチ布３１ｃとを縫い合わせる。他のマチ布３１も同様の
方法により中布地２３と表布地２１との間に縫付ける。このため中布地２３と表布地２１
に表れるステッチ（縫い目）の真下にマチ布３１が位置する。
【００２８】
　マチ布３１を中布地２３と表布地２１との間に縫付けた後、中布地２３と表布地２１と
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の周縁部３９を縫付けることで隔室Ａ～Ｇが形成される。その後、中布地２３と表布地２
１と裏布地４３の下辺４３とを縫付け、最後に表布地２１と裏布地４１との周縁部４５に
ファスナー４７を縫付ける。
【００２９】
　袋体１１に設けられた隔室Ａ～Ｇには、３種類の充填材５１ａ、５１ｂ、５１ｃ（中材
）が充填される。従来から隔室を備える枕は、よく知られているとおり、そこで使用する
充填材に関しても好みに応じた充填材を使用可能なことが記載されている。しかしながら
従来の枕では、隔室毎に充填材を変更していない。これに対して、本枕１では、３種類の
充填材５１ａ、５１ｂ、５１ｃを隔室Ａ～Ｇに充填する。隔室Ａ～Ｇに充填する充填材５
１の種類により、枕１の使用感は大きく異なる。隔室Ａ～Ｇと充填材５１との好ましい組
合せについては、後述の実施例で詳細に示す。
【００３０】
　高さ調整板６１は、枕１の全体高さを調整する際に使用する部材であり、薄い長方体状
を有する。高さ調整板６１は、芯材（図示省略）が布地６３で被覆されてなり、袋体１１
に収納して使用される。芯材は、特定の素材に限定されるものではないが、ウレタン製の
板を好適に使用することができる。なお、芯材を覆う布地６３は、必要に応じて使用すれ
ばよく、用いなくてもよい。
【００３１】
　高さ調整板６１は、枕１の形状、より具体的には表布地２１の形状及び大きさと等しい
ことが好ましい。これにより袋体１１に隙間なく収容され安定する。高さ調整板６１は、
特に限定されるものではなく、２ｃｍ程度の厚さのものが好ましい。高さ調整板６１は、
１枚に限定されるものではなく、２枚重ねて袋体１１に収容してもよい。また芯材は、１
枚である必要はなく、２枚の芯材を布地６３で被覆し、高さ調整板６１としてもよい。
【００３２】
　本枕１は、隔室Ａ～Ｇに充填する充填材の種類及び量を変更することで、隔室Ａ～Ｇの
高さ、硬さを変更することが可能であると共に、高さ調整板６１を使用することで枕全体
の高さ、硬さを変更することができる。隔室Ａ～Ｇを使用することで局所的な高さ及び硬
さが、高さ調整板６１を使用することで全体の高さ及び硬さを調整することができるので
、使用者の好みや体型に応じた枕の高さや硬さの調整が容易であり、仰向けのみならず横
向きにおいても良好な睡眠を得ることができる。
【００３３】
　特に、本枕１は、仰向けに寝た状態で顎１０６と額１０７とが水平となるように、さら
に横向きに寝たとき、首筋１０８と背筋１０９とが直線状になるように、枕１の各所の高
さを設定することができるので良好な睡眠を得ることができる。この点に関しては、後述
の実施例で詳述する。
【００３４】
　本発明に係る枕は、上記実施形態及び後述の実施例に限定されるものではなく、当業者
であれば、本明細書を見て、自明な範囲内で種々の変更及び修正を容易に想定するであろ
う。従って、そのような変更及び修正は、請求の範囲から定まる発明の範囲内のものと解
釈される。例えば、上記実施形態では、袋体１１を表布地２１と中布地２３と裏布地４１
とで形成するが、裏布地４１を２倍の大きさとし、裏布地４１の半分を中布地２３の代わ
りとしてもよい。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例に基づき好ましい枕１の隔室Ａ～Ｇの大きさ、配置、隔室Ａ～Ｇを形成す
るマチ布３１及び隔室Ａ～Ｇに充填する充填材５１について説明する。以下に示す枕１は
、高さ調整板６１が収納された枕１であり、枕１の寸法は、主として成人男性用となって
いる。成人女性用の場合、概ね、高さ調整板６１を備えない枕１として考えればよい。
【００３６】
　枕１は、高さの異なる７つの隔室Ａ～Ｇを備える７分割立体枕である。袋体１１は、平
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ある。但し、袋体１１の隔室Ａの下辺部には、僅かに上辺１５側に向って湾曲した凹部４
９が設けられている。凹部４９の中心は、下辺１３から約２ｃｍ凹んでいる。凹部４９を
設けることで枕１に頭１０１を載せたとき首１０２がフィットし易くなる。
【００３７】
　マチ布３１ｃ及びマチ布３１ｄは、袋体１１の長手方向中心線Ｏを挟んで左右対称に配
置されており、マチ布３１ｃとマチ布３１ｄとの間隔は、隔室Ａ及び隔室Ｂにおいて２０
ｃｍ、隔室Ｃの上辺１５側で１５ｃｍである。マチ布３１ｃは、下辺１３から隔室Ｄと隔
室Ｅとの境界部までの高さが６ｃｍ、隔室Ｂと隔室Ｃとの境界部から上辺１５までの高さ
が３．５ｃｍであり、その間は直線的に傾斜している。
【００３８】
　マチ布３１ａは、下辺１３に向って凸状に湾曲して配置されており、中心部は下辺１３
から１１ｃｍ、端部は下辺１３から１６ｃｍに設定されている。マチ布３１ａの高さは６
ｃｍである。マチ布３１ｂは、上辺１５に平行に配置されており、上辺１５から１３ｃｍ
の位置に設けられている。マチ布３１ｂの高さは３ｃｍである。マチ布３１ｅ及びマチ布
３１ｆは、下辺１３に平行に配置されており、下辺１３から２１ｃｍの位置に設けられて
いる。マチ布３１ｅ及びマチ布３１ｆの高さは３．５ｃｍである。
【００３９】
　以上のようにマチ布３１が取付けられることで、上辺１５を上にして見て、枕１の長手
方向の中央領域にＡ室、Ｂ室、Ｃ室の３室が、右領域にＤ室、Ｅ室の２室が、左領域にＦ
室、Ｇ室の２室がそれぞれ枕の短手方向に並んで配置され、隔室は、袋体１１の長手方向
中心線Ｏを挟んで左右対称となっている。
【００４０】
　隔室Ａ及び隔室Ｂには、充填材５１ａであるエラストマーパイプ（直径５ｍｍφ，高さ
７ｍｍ）がそれぞれ０．２ｋｇ充填されている。エラストマーパイプは、しなやかな弾力
性と適度なクッション性を有する。隔室Ｃには、充填材５１ｂであるコルマビーズ（登録
商標、直径１０ｍｍφ）が０．１ｋｇ充填されている。コルマビーズ（登録商標）は、通
気性が良く、ヘタリがない充填材である。隔室Ｃには、コルマビーズ（登録商標）に代え
、そば殻を使用してもよい。
【００４１】
　隔室Ｄ及び隔室Ｆには、充填材５１ｃであるつぶ綿が０．０５ｋｇ充填されている。ま
た隔室Ｅ及び隔室Ｇには、充填材５１ｃであるつぶ綿が０．０３５ｋｇ充填されている。
つぶ綿は、肌触りが良く、枕の中材としてよく使用されている。
【００４２】
　隔室に充填材５１が充填され、さらに布地６３で被覆された高さ２ｃｍウレタン製の高
さ調整板６１（長さ６２ｃｍ、巾４３ｃｍ）を袋体１１に収納した状態での各所の高さを
表１に示した。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　隔室Ａ及び隔室Ｂは、仰向けに寝たとき頸椎１０２を載せる頸椎載置部及び後頭部１０
４を載せる後頭部載置部となる部分である。隔室Ａ及び隔室Ｂは、横幅が約２０ｃｍであ
り、さらに左右に配置された隔室Ｄ、隔室Ｅ、隔室Ｆ、隔室Ｇに比較して高さが低く設定
してあるので、仰向けに寝たとき頸椎１０２及び後頭部１０４の据わりがよく安定する。
【００４５】
　隔室Ａ、隔室Ｂの高さは、隔室Ａに比較して隔室Ｂの高さが低く設定され、標準的な体
格の成人男性１００が仰向けに寝たとき、顎１０６と額１０７とが自然に水平となる高さ
に設定されている。良い睡眠の姿勢は、顎１０６と額１０７とが水平になり、立ったまま
の状態で寝ることが良いとされている。首筋１０８に頸椎載置部がフィットし、呼吸が楽
にできる状態で、かつ血流、リンパの流れを妨げずリラックスできる状態がベストである
。枕１の高さが合わないと、顎１０６が上向き又は下向きとなり、呼吸も楽に行えず、さ
らに首筋１０８へ負担が掛かり、肩こり、片頭痛の原因となる。
【００４６】
　隔室Ａ及び隔室Ｂには、しなやかな弾力性と適度なクッション性を有する充填材５１ａ
が同重量充填されているが、隔室Ｂの空間部の大きさは、隔室Ａの空間部の大きさに比較
してかなり大きい。隔室Ａは、隔室Ｂに比較して充填材５１ａが密充填となるため反発性
が高く、首１０２を載せても沈み難い（ヘタリ難い）。一方、隔室Ｂは、充填材５１ａの
充填密度が小さいため反発性が弱く、後頭部１０４を載せるとじわっと沈み込む。これに
より仰向けに寝たとき枕１が自然と自分の頭１０１にフィットする。
【００４７】
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　隔室Ｄ及び隔室Ｆは、仰向けに寝た状態から寝返りし、横向きとなったとき側頭部１０
５を載せる側頭部載置部となる部分である。隔室Ｄ及び隔室Ｆは、横幅が約２２ｃｍであ
り、さらに中央に配置された隔室Ｂに比較して１．５倍の高さに設定されている。隔室Ｄ
及び隔室Ｆが高く設定されているのは、標準的な体格の成人男性１００が横向きに寝たと
き、首筋１０８と背筋１０９とが直線状になるようにするためである。
【００４８】
　横向きに寝たとき首筋１０８と背筋１０９とが直線状となると、リンパの流れも良くな
り、特に脇の下のリンパの流れをよくすることで、寝違いなどの症状も防ぐことができる
。高さの合わない枕を使用すると、首筋１０８が圧迫され、リンパの流れが悪くなり、起
きた時の爽快感を阻害する。
【００４９】
　枕１を快適に使用するには、枕１の位置が安定し移動し難いことが好ましい。このため
枕１では、上辺１５側に隔室Ｃ、隔室Ｅ、隔室Ｇを設け、高さ調整板６１を使用しない場
合であっても枕１を動き難くしている。隔室Ｃ、隔室Ｅ、隔室Ｇは、枕１を動き難くし安
定させるための部位であるから、充填材５１には安価な充填材を使用可能であり、充填量
も少なくすることができる。これにより枕１を安価に製作することができる。
【００５０】
　また本枕１では、隔室Ｂ、隔室Ｄ、隔室Ｆの充填口２５を長手方向に平行に配置し、隔
室Ｃ、隔室Ｅ、隔室Ｇの充填口２５を長手方向に平行に配置しているので、中布地２３を
、充填口２５を境界とした３つの布地で構成し、これらを縫い合わせることで容易に枕１
を製作することができる。
【符号の説明】
【００５１】
１　枕
１１　袋体
１３　下辺
１５　上辺
２１　表布地
２３　中布地
２５　充填口
２７　ファスナー
２９　長袖筒
３１　マチ布
４１　裏布地
４３　裏布地の下辺
４５　周縁部
４７　ファスナー
５１、５１ａ、５１ｂ、５１ｃ　充填材
６１　高さ調整板　
１０１　頭
１０２　首（頸椎）
１０３　頬
１０４　後頭部
１０５　側頭部
１０６　顎
１０７　額
１０８　首筋
１０９　背筋
Ｏ　袋体の長手方向中心線
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